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○

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
（
平
成
二

十
六
年
金
融
庁
告
示
第
七
号
）改

正

後

改

正

前

（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
銀
行
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の
開
示

（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
銀
行
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の
開
示

事
項
）

事
項
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
の
定
性
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３

第
一
項
の
定
性
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

連
結
の
範
囲
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

一

連
結
の
範
囲
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
連
結
自
己
資
本
比
率
を

イ

自
己
資
本
比
率
告
示
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
連
結
自
己
資
本
比
率
を

算
出
す
る
対
象
と
な
る
会
社
の
集
団
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
結

算
出
す
る
対
象
と
な
る
会
社
の
集
団
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
結

グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
会
社
と
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
五

グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
会
社
と
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
五

条
に
基
づ
き
連
結
の
範
囲
（
特
例
企
業
会
計
基
準
等
適
用
法
人
等
（
規

条
に
基
づ
き
連
結
の
範
囲
（
以
下
「
会
計
連
結
範
囲
」
と
い
う
。
）
に

則
第
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例
企
業
会
計
基
準
等
適
用
法

含
ま
れ
る
会
社
と
の
相
違
点
及
び
当
該
相
違
点
の
生
じ
た
原
因

人
等
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
採
用
す
る
企
業
会
計
の
基
準
に

お
け
る
連
結
の
範
囲
。
以
下
「
会
計
連
結
範
囲
」
と
い
う
。
）
に
含
ま

れ
る
会
社
と
の
相
違
点
及
び
当
該
相
違
点
の
生
じ
た
原
因

［
ロ
～
ホ

略
］

［
ロ
～
ホ

同
上
］

［
二
～
十
一

略
］

［
二
～
十
一

同
上
］

［
４
～
６

略
］

［
４
～
６

同
上
］
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（
銀
行
に
お
け
る
四
半
期
の
開
示
事
項
）

（
銀
行
に
お
け
る
四
半
期
の
開
示
事
項
）

第
六
条

［
略
］

第
六
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

規
則
第
十
九
条
の
五
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う

３

規
則
第
十
九
条
の
五
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う

ち
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
事
項
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算

ち
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
事
項
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算

出
す
る
国
際
統
一
基
準
行
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ

出
す
る
国
際
統
一
基
準
行
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

る
事
項
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
二

採
用
す
る
企
業
会
計
の
基
準
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象

［
号
を
加
え
る
。
］

と
な
る
四
半
期
の
末
日
に
お
け
る
変
更
前
と
変
更
後
と
の
企
業
会
計
の
基

準
に
よ
る
連
結
自
己
資
本
比
率
の
対
比
及
び
要
因
分
析
（
当
該
連
結
自
己

資
本
比
率
に
著
し
い
差
異
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

十
三

［
略
］

十
二

［
同
上
］

十
四

［
略
］

十
三

［
同
上
］

十
五

採
用
す
る
企
業
会
計
の
基
準
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象

［
号
を
加
え
る
。
］

と
な
る
四
半
期
の
末
日
に
お
け
る
変
更
前
と
変
更
後
と
の
企
業
会
計
の
基

準
に
よ
る
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
対
比
及
び
要
因
分
析
（
当
該
連
結
レ

バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
著
し
い
差
異
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

４

第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
、
前
項
第
八
号

４

第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
、
前
項
第
八
号

に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
、
第
一
項
第
十
号
及
び
前
項
第
十

に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
、
第
一
項
第
十
号
及
び
前
項
第
十

号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
、
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
、
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
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項
は
別
紙
様
式
第
七
号
に
よ
り
、
前
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式

項
は
別
紙
様
式
第
七
号
に
よ
り
、
前
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式

第
六
号
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
号
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
四
半
期
の
開
示
事
項
）

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
四
半
期
の
開
示
事
項
）

第
九
条

規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
七
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に

第
九
条

規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
七
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に

定
め
る
事
項
の
う
ち
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
事
項
（
国
際
統

定
め
る
事
項
の
う
ち
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
事
項
（
国
際
統

一
基
準
持
株
会
社
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

一
基
準
持
株
会
社
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

。

。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
二

採
用
す
る
企
業
会
計
の
基
準
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象

［
号
を
加
え
る
。
］

と
な
る
四
半
期
の
末
日
に
お
け
る
変
更
前
と
変
更
後
と
の
企
業
会
計
の
基

準
に
よ
る
連
結
自
己
資
本
比
率
の
対
比
及
び
要
因
分
析
（
当
該
連
結
自
己

資
本
比
率
に
著
し
い
差
異
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

十
三

［
略
］

十
二

［
同
上
］

十
四

［
略
］

十
三

［
同
上
］

十
五

採
用
す
る
企
業
会
計
の
基
準
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象

［
号
を
加
え
る
。
］

と
な
る
四
半
期
の
末
日
に
お
け
る
変
更
前
と
変
更
後
と
の
企
業
会
計
の
基

準
に
よ
る
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
の
対
比
及
び
要
因
分
析
（
当
該
連
結
レ

バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
著
し
い
差
異
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

２

前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
、
同
項
第
十
号

２

前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
、
同
項
第
十
号

に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
、
同
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項

に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
、
同
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
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は
別
紙
様
式
第
六
号
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

は
別
紙
様
式
第
六
号
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
銀
行
に
お
け
る
四
半
期
の
開
示
事
項
）

（
銀
行
に
お
け
る
四
半
期
の
開
示
事
項
）

第
十
四
条

［
略
］

第
十
四
条

［
同
上
］

２

規
則
第
十
九
条
の
五
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う

２

規
則
第
十
九
条
の
五
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う

ち
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
事
項
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算

ち
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
事
項
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算

出
す
る
国
内
基
準
行
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事

出
す
る
国
内
基
準
行
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

採
用
す
る
企
業
会
計
の
基
準
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象
と

［
号
を
加
え
る
。
］

な
る
四
半
期
の
末
日
に
お
け
る
変
更
前
と
変
更
後
と
の
企
業
会
計
の
基
準

に
よ
る
連
結
自
己
資
本
比
率
の
対
比
及
び
要
因
分
析
（
当
該
連
結
自
己
資

本
比
率
に
著
し
い
差
異
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
四
半
期
の
開
示
事
項
）

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
四
半
期
の
開
示
事
項
）

第
十
七
条

規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
七
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別

第
十
七
条

規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
七
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別

に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
事
項
（
国
内

に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
事
項
（
国
内

基
準
持
株
会
社
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

基
準
持
株
会
社
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

採
用
す
る
企
業
会
計
の
基
準
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象
と

［
号
を
加
え
る
。
］
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な
る
四
半
期
の
末
日
に
お
け
る
変
更
前
と
変
更
後
と
の
企
業
会
計
の
基
準

に
よ
る
連
結
自
己
資
本
比
率
の
対
比
及
び
要
因
分
析
（
当
該
連
結
自
己
資

本
比
率
に
著
し
い
差
異
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


